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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

第３回競技式典専門委員会での決定事項について 

１ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市炬火イベント実施要項の制定 

 この要項は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）が実施する炬火（注）イベントについて、「実施内容」、「実施時

期」等必要な事項を定めるものです。 

（注）炬火（きょか）とは、オリンピックにおける聖火にあたります。とちぎ国体

総合開会式で県内各市町において採火した炬火を、メイン会場の「カンセキスタジ

アムとちぎ」へ集火し、大会期間中、選手の活躍を見守る火となります。

２ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会旅費等支給規程の制定 

 この規程は、那須塩原市で開催するいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会競技会の運

営に従事する者に対して、実行委員会が支給する旅費等について、「支給対象者」、「支

給基準」等必要な事項を定めるものです。 

第１号報告 
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令和４年４月１５日 第３回競技式典専門委員会 決定 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市炬火イベント実施要項 

１ 趣旨 

 この要項は「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市式典基本計画」及び「い

ちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市炬火イベント実施計画」に基づき、いち

ご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）

が実施する炬火イベントについて必要な事項を定めるものとする。 

２ 実施内容・方法等 

（１）炬火イベント

ア 採火方法

マイギリ等を利用した摩擦熱により採火を行う。

イ 実施方法

大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

ウ その他

炬火イベントの実施にあたっては、安全確保に十分注意する。

（２）炬火集火式

ア 式典内容

炬火イベントで誕生した火を一つにまとめるための炬火集火式を行う。

イ 実施方法

大会の開催機運を高めるとともに、市民の参加意欲を醸成するため、市内で開催

される多くの市民が集まる既存イベント等と連携し実施する。 

ウ その他

炬火集火式の実施にあたっては、安全確保に十分注意する。

３ 実施時期 

（１）採火イベント・炬火集火式

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

が市町の炬火を集める集火式までに行う。 

４ 炬火の保管 

（１）採火又は集火した炬火は、ハクキンカイロに移し、市実行委員会が保管する。
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（２）市実行委員会が保管する炬火は、県実行委員会が実施する炬火集火式で使用し、

県実行委員会が指定する期日までに集火場所まで搬送する。 

５ 広報 

 炬火イベント・炬火集火式の実施にあたっては、ホームページや広報誌等に掲載す

るとともに、関係機関等の協力を得て周知を図るものとする。 

６ その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 
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令和４年４月１５日 第３回競技式典専門委員会 決定 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市実行委員会旅費等支給規程 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、那須塩原市で開催するいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会競技会（以

下「大会」という。）の運営に従事する者（以下「従事者」という。）に対して、いちご一

会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「実行委員会」という）が支給す

る旅費等について、その支給に関する基本的事項を定め、支給事務の適正化を図ることを

目的とする。ただし、他の市と大会を共催し、別に当該旅費等の支給に関する規程等を設

ける場合については、この限りではない。 

 

 （支給対象者） 

第２条 従事者のうち、この規程で定める旅費等の支給対象者は次のとおりとする。ただし、

支給対象者であっても別に旅費等の支給を受ける場合等については、この限りではない。 

（1）競技役員 

（2）競技補助員及び引率者 

（3）その他、実行委員会会長が認める者 

 

 （支給対象期間） 

第３条 旅費等の支給対象期間は次のとおりとする。 

（1）競技及び公式練習を実施する期間 

（2）競技運営上、実行委員会が必要と認めた期間 

 

 （旅費等の種類及び支給基準） 

第４条 旅費等の種類及びその支給基準は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で支給

する。ただし、実行委員会が計画輸送を行う場合、計画輸送を行う区間については支給し

ない。 

 

 （支給事務） 

第５条 旅費等の支給事務は、競技団体へ委託することができることとする。 

 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規定は、令和４年４月１５日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

競技役員 

種類 支給額 支給額の説明 

交
通
費 

市内 － ・支給しない。 

市外 

 

県外 

実費相当額 

・「那須塩原市職員等の旅費に関する条例」（以下「条例」

という。）で算定した額の範囲内で、居住地市町村役場（本

庁）最寄駅から那須塩原駅までの往復運賃を支給する。

ただし、実行委員会が効率的であると認める場合には、

車賃等その他の方法により算定した金額を支給すること

ができる。 

・競技運営上、実行委員会が必要と認める場合、車賃を算

定する際の路程に高速道路等の有料道路を含めることが

できる。 

諸費 定額 ・１人１日当たり 2,200円を支給する。 

宿泊費 実費相当額 

・県外役員を対象として支給する。 

・１人１泊当たり 16,500 円を上限とし、配宿センターを

通じて指定配宿施設に宿泊した者に支給する。 

・上記２事項を原則とするが、競技運営上、実行委員会が

必要と認める場合、この限りではない。 

競技補助員 

種類 支給額 支給額の説明 

交
通
費 

市内 － ・支給しない。 

市外在学者 

・ 

引率者 

実費相当額 

・条例で算定した額の範囲内で、在学する学校の最寄駅か

ら那須塩原駅までの往復運賃を支給する。 

市外居住者 実費相当額 

・条例で算定した額の範囲内で、居住地市町村役場（本庁）

最寄駅から那須塩原駅までの往復運賃を支給する。ただ

し、実行委員会が効率的であると認める場合には、車賃

等その他の方法により算定した金額を支給することがで

きる。 

・競技運営上、実行委員会が必要と認める場合、車賃を算

定する際の路程に高速道路等の有料道路を含めることが

できる。 

諸費 定額 
・１人１日当たり 1,100円を支給する。 

・ただし、中学生・高校生には支給しない。 

宿泊費 － ・支給しない。 
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いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

第３回宿泊衛生専門委員会での決定事項について 

 

 

１ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市弁当調製施設選定基準の改正 

 

「改正の趣旨」 

 ⑴ 「食品衛生法の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 46 号）の施行及び同

法の経過措置期間が終了したことにより、食品衛生監視票については評価項目が変

更となり、旧監視票と同様の採点が困難となったため、改正を行うものです。 

 ⑵ 新型コロナウイルス流行下において、弁当調製施設に使用済み弁当容器等の回

収を義務化することは、弁当調製施設の大きな負担となりえる。また、感染拡大に

も繋がる懸念があるため、弁当容器の回収について改正を行うものです。 

 

「主な改正点」 

⑴ 食品衛生監視票に係る項目の削除 

 ⑵ 弁当容器回収に係る項目の変更 

 

「新旧対照表」 

（傍線の部分は改正部分） 

改正案 現行 

４ 施設の衛生管理 

 ⑴ 略 

 

 

 ⑵ 略 

 ⑶ 略 

 ⑷ 略 

 ⑸ 略 

４ 施設の衛生管理 

 ⑴ 略 

 ⑵ 食品衛生監視票が調査時点にお

いて８０点以上であること 

 ⑶ 略 

 ⑷ 略 

 ⑸ 略 

 ⑹ 略 

６ 施設の対応能力 

 ⑴ 冷蔵庫などの適切な温度管理の

できる車両等により、実行委員会が指

定する日時及び場所に搬入できるこ

と。           

           

６ 施設の対応能力 

 ⑴ 冷蔵庫などの適切な温度管理の

できる車両等により、実行委員会が指

定する日時及び場所に搬入できるこ

と。また、同日に容器等を回収できる

こと。 

 

第２号報告 
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２ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市弁当調製施設募集要領の改正 

 

「改正の趣旨」 

 ⑴ 「食品衛生法の一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 46 号）の施行及び同

法の経過措置期間が終了し、食品衛生監視票について評価項目が変更となり、旧監

視票と同様の採点が困難となったため、改正を行うものです。 

 ⑵ 令和３年４月１日から令和３年４月３０日まで、競技別リハーサル大会及びい

ちご一会とちぎ国体における弁当調製施設の募集を行ったが、本大会での予定弁当

調製数を確保出来ていない状況である。大会期間中の十分な弁当調製を確保するた

め、那須塩原市弁当調製施設の二次募集を行う必要があり、那須塩原市弁当調製施

設募集要領の募集期間の改正を行うものです。 

 

「主な改正点」 

 ⑴ 食品衛生監視票に係る項目の削除 

 ⑵ 募集期間に係る項目の変更 

 

 「新旧対照表」 

（傍線の部分は改正部分） 

改正案 現行 

４ 応募方法 

 ⑴～⑸ 略 

   

   

 ⑹ 略 

４ 応募方法 

 ⑴～⑸ 略 

 ⑹ 食品衛生監視票の写し（応募日

１年以内のもの） 

 ⑺ 略 

５ 募集期間 

 令和３年１２月１日(水)から令和４

年１月３１日(月)まで 

 持参の場合は午前８時３０分から午

後５時１５分まで（※土曜日、日曜日、

祝日及び１２月２９日から１月３日ま

では除く）、郵送の場合は締切日の消印

有効とする。 

５ 募集期間 

令和３年 ４月１日(木)から令和３年

４月３０日(金)まで 

持参の場合は午前８時３０分から午後

５時１５分まで（※土曜日、日曜日、

祝日              

   は除く）、郵送の場合は締切日の

消印有効とする。 
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３ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市オリジナル弁当容器デザイン募集

要項の制定 

 

 この要項は、実行委員会が本市開催期間中に使用される弁当容器のデザインを広く

募集し決定するため、「募集内容」、「募集期間」、「募集資格」等必要な事項を定めるも

のです。 
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令和３年 ３月２２日 第２回宿泊衛生専門委員会 決定 

令和３年１１月２６日 第３回宿泊衛生専門委員会 改正 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定基準 

 

１ 趣旨 

  この基準は、那須塩原市で開催する「いちご一会とちぎ国体」（以下「大会」という。）

に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡旋し、又は支給

する弁当の調製施設の選定基準について、必要な事項を定める。 

 

２ 大会に対しての理解と協力 

 いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市開催基本方針を理解し、いちご一会

とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が行

う弁当調達業務に対して協力的であること。 

 

３ 対象施設  

⑴ 食品衛生法等の関係法令の規定により営業許可を受けていること。  

⑵ 弁当調達業務の運営に万全を期するため、実行委員会と指定弁当調製施設におい 

て円滑な業務の連携ができること。  

⑶ 那須塩原市内に本社または製造所を有する弁当調製施設であること。ただし、実 

行委員会が必要と認めた場合はこの限りではない。 

 

４ 施設の衛生管理 

 ⑴ 選定時点において過去３年間に食中毒の事故歴がないこと。 

⑵ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施設の管理運営及び整備が食品衛生

法に基づき適正になされていること。 

⑶ 提供食数にかかわらず、検食は調理済み食品を食品ごとに５０ｇ以上ずつ清潔な

容器に入れ、－２０℃以下で２週間以上保存すること。同一内容の食品を１回３０

０食以上又は１日７５０食以上調理する場合は、前記の規定による保存のほかに、

当該食品の原材料ごとに５０ｇ以上ずつ清潔な容器に入れ、－２０℃以下で２週間

以上保存すること。 

⑷ 食品に直接接触する作業に従事する者全員に対し、大会前３か月以内に検便検査

（赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌を含むもの）を実施すること。なお、

実行委員会が必要と認めた場合は、ノロウイルスの検便も実施すること。 

⑸ 食品賠償保険等に加入していること。 

 

５ 施設の調製能力 

 ⑴ 大会時の提供可能数が、曜日に関わりなく１日当たり１００食以上であること。 
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 ⑵ 前日午後８時までの受注に対し、当日午前１１時の納入が可能であること。 

 ⑶ 単価に応じた調製が可能であること。 

 ⑷ 那須塩原市の特色を生かした弁当の調整が可能であること。 

⑸ 栄養面及び食品構成を考慮したバランスの良い献立の提供が可能であること。 

 ⑹ 実行委員会が指定する容器・包装紙等での提供が可能であること。 

 ⑺ メニューの日替わりが５日以上可能であること。 

 

６ 施設の対応能力 

⑴ 冷蔵庫などの適切な温度管理のできる車両等により実行委員会が指定する日時

及び場所に搬入できること。 

⑵ 弁当付属品として、お茶・割り箸・爪楊枝・お手拭き及び持ち運び用ビニール袋

の納入ができること。 

⑶ 実行委員会が指定する日時に、弁当献立、サンプル（試食弁当）、及び写真の提

供が可能であること。 

⑷ 荒天等により大会が変更又は中止になった場合、実行委員会の指示に対応できる

こと。 

⑸ 弁当容器に以下の項目をラベルシール等で表示できること。  

ア 弁当の名称 

イ 消費期限（時刻まで表示） 

ウ 原材料名（食品添加物、アレルゲン（特定原材料）、遺伝子組み換え等の表示

を含む。） 

エ 保存方法 

オ 製造所所在地・製造者名 

カ その他食品表示関係法令により規定される表示 

キ 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

ク 持ち帰りを禁止する表示 

ケ その他実行委員会が指示する表示 

⑹ 実行委員会から指摘された事項を改善することが可能であること。 

 

７ 信用状況 

⑴ 那須塩原市の市税及び地方消費税の滞納がないこと。 

⑵ 那須塩原市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団及び暴力団員又は密

接関係者ではないこと。 

 

８ その他 

⑴ 競技別リハーサル大会における弁当についても、必要に応じてこの基準を準用す

る。 

10



令和３年 ３月２２日 第２回宿泊衛生専門委員会 決定 

令和３年１１月２６日 第３回宿泊衛生専門委員会 改正 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設募集要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、那須塩原市で開催する「いちご一会とちぎ国体」に参加する選手、監

督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡旋し、又は支給する弁当の調製施設

の募集を行うために必要な事項を定める。 

 

２ 業務内容  

弁当の調製、会場への配達及び弁当容器の回収 

 

３ 応募要件  

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市弁当調製施設選定基準を満たすこ

と。 

 

４ 応募方法 

  次の書類を８の「提出・問合せ先」へ郵送又は持参により提出すること。 

⑴ 選定申請書（様式第１号）  

⑵ 弁当調製施設調査票（様式第２号）  

⑶ 市税の納税証明書（応募日以前３か月以内のもの。課税されている全税目が記載

されている納税証明書。） 

⑷ 法人の登記事項証明書（応募日以前３か月以内のもの） 

⑸ 営業許可証の写し 

⑹ 食品賠償保険証書の写し  

 

５ 募集期間  

令和３年１２月１日（水）から令和４年１月３１日（月）まで  

持参の場合は午前８時３０分から午後５時１５分まで（※土曜日、日曜日、休日及

び１２月２９日から１月３日までは除く）、郵送の場合は締切日の消印有効とする。 

 

６ 選定方法 

提出された選定申請書等に基づき審査を行い、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会

那須塩原市実行委員会（以下「市実行委員会」という。）が弁当調製施設を選定する。

選定の結果、指定となった事業者へは選定結果通知書（様式第３号）、指定できなか

った事業者ヘは選定結果通知書（様式第４号）にて通知する。 
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７ その他 

⑴ 各様式は市実行委員会のホームページからダウンロードすること。

⑵ 書類の郵送費用等応募に要する費用は応募者の負担とする。

⑶ 提出された書類は返却しない。また、必要に応じて複写することがあるが、市実

行委員会の弁当調達関係業務及び県実行委員会との情報共有や、管轄保健所による

食品衛生指導以外には使用しない。なお、法令等の規定に基づき開示を求められた

場合を除き、第三者に提供又は開示しない。  

⑷ 弁当調製施設として選定された場合でも，発注を確約するものではない。

⑸ 数量及び配達場所については，市実行委員会の指示によるものとする。

⑹ 栃木県県北健康福祉センターの立入調査（拭き取り検査、収去検査）が実施され

ることがある。 

８ 提出・問合せ先 

〒329-2792  

那須塩原市あたご町２番３号 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会事務局 

（教育部国体推進課内） 

TEL：0287-38-0194 FAX：0287-37-5479 

ホームページ：https://www.nasushiobara-kokutai2020.jp/
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（様式第１号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 那須塩原市弁当調製施設 

選定申請書

 いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会の那須塩原市開催競技に

かかる弁当の調製を希望します。 

 この選定申請書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。 

 募集要領の応募要件については、全ての要件を満たしていることを誓約しま

す。 

 那須塩原市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団及び暴力団員又

は密接関係者ではありません。 

 本選定申請書を以て選定基準の内容について関係官庁等調査、照会すること

を承諾します。 

令和 年  月  日 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

会 長  渡辺 美知太郎 様 

所在地 

氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

印 

電 話 番 号  

ＦＡＸ番号  

添付書類 

⑴ 弁当調製施設調査票（様式第２号）

⑵ 市税の納税証明書（応募日以前３ヶ月以内のもの。課税されている全税

目が記載されている納税証明書。） 

⑶ 法人の登記事項証明書（応募日以前３か月以内のもの）

⑷ 営業許可証の写し

⑸ 食品衛生監視票の写し（応募日以前１年以内のもの）

⑹ 食品賠償保険証書の写し
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（様式第３号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定結果通知書 

 

令和  年  月  日 

 

            様 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市実行委員会 会長 渡辺 美知太郎  印 

 

弁当調製施設選定の結果、いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会における

弁当調製施設として、次のとおり指定いたします。 

 

 

 

施設名 

 

 

 

 

 

所在地 

 

 

 

 

 

代表者氏名 

 

 

 

 

 

大会名 

 

 

 

 

 

適用期間 

 

 

 

 

 

※本通知は、弁当の発注を確約するものではありません。 
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（様式第４号） 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市弁当調製施設選定結果通知書 

令和  年  月  日 

様 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市実行委員会 会長 渡辺 美知太郎  印 

弁当調製施設選定の結果、いちご一会とちぎ国体及び競技別リハーサル大会における

弁当調製施設として、指定することはできませんでした。 
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令和３年１１月２６日 第３回宿泊衛生専門委員会 決定 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市オリジナル弁当容器デザイン募集要項 

 

 １ 趣旨 

   いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会（以下「市実行委

員会」という。）が、本市開催期間中に使用される弁当容器のデザインを広く募

集し決定するために、必要な事項を定めるものとする。 

 

 ２ 募集内容 

   那須塩原市で大会役員や競技役員等に支給される弁当（以下「支給弁当」と

いう。）の弁当容器のデザイン。 

 

 ３ 募集期間 

   令和４年１月４日（火）から令和４年２月２８日（月）まで 

   令和４年２月２８日必着 

 

 ４ 募集資格 

   那須塩原市に在住若しくは通勤、通学している者。 

 

 ５ 規定 

  ⑴ 規定サイズ内に収まるもの。 

  ⑵ 別紙指定用紙を参照の上、注意喚起の印字及び食品表示シールの貼付を想

定しデザインを行うこと。 

  ⑶ 那須塩原市の特色や特徴をとらえ、魅力をＰＲしているもの。 

  ⑷ 未発表の作品であること。 

 

 ６ 応募点数 

   一人１点 

 

 ７ 応募方法 

  ⑴ 郵送又は持参での応募の場合 

   応募用紙に必要事項を記入し、応募用紙とデザインのデータを収めたメディ

ア（CD-R等）を市実行委員会事務局（那須塩原市国体推進課）に郵送、持参の

いずれかの方法で提出すること。 
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  ⑵ メールでの応募の場合 

   市実行委員会ホームページより応募用紙と弁当箱デザイン展開図のデータを

ダウンロードし、メールにて送付すること。 

  ⑶ 共通事項 

   ア ファイル形式は、PDF若しくは aiのいずれかとしてください。 

   イ 提出するデータファイルのタイトルは「弁当箱デザイン（氏名）」として

ください。 

 

 ８ 選考及び発表 

   市実行委員会において選考の上、応募作品から市長賞１点、教育長賞１点、

特別賞３点を決定する。 

   入賞者には直接連絡を行い、那須塩原市実行委員会が行う炬火イベントにて

表彰を行う。各受賞者には賞状及び副賞として那須ガーデンアウトレット商品

券(市長賞・教育長賞各３０，０００円分、特別賞各５，０００円分※1)を贈呈

する。 

   また、市長賞・教育長賞受賞作品は、那須塩原市支給弁当箱に使用される。 

 

 ９ その他 

  ⑴ 応募に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

  ⑵ 応募作品について、著作権等に関わる問題が生じた場合は、全て応募者の

責任とする。 

  ⑶ 受賞作品について、著作権その他権利侵害や、法令違反が判明した場合

は、受賞を取り消すことがある。 

  ⑷ 受賞作品の著作権その他知的財産権は、市実行委員会に帰属する。 

  ⑸ 応募者の個人情報は、本事業の目的以外には使用しない。ただし、受賞者

の氏名、勤務先又は学校名、学年については、受賞者に同意を得られた場合

のみ公表する。 

  ⑹ 入賞者のみに連絡をし、不採用等の理由については回答しない。 

  ⑺ 応募作品は返却しない。 

17



いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市実行委員会 

第３回輸送交通専門委員会での決定事項について 

 

 

１ いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原市競技会場管理運営要項の制定 

 

 この要項は、那須塩原市で開催するいちご一会とちぎ国体の競技会場における秩序

の保持と円滑な運営を図るため、会場に入場し、又は入場しようとするすべてのもの

が順守すべき事項を定めるものです。 

 

第３号報告 

18



令和４年２月２５日 第３回輸送交通専門委員会 決定 

 

いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会 

那須塩原市競技会場管理運営要項 

 

１ 趣旨 

  この要項は、那須塩原市で開催するいちご一会とちぎ国体の競技会場における

秩序の保持と円滑な運営を図るため、会場に入場し、又は入場しようとするすべ

ての者（以下「入場者等」という。）が遵守すべき事項を定めるものとする。 

 

２ 定義 

  この要項において「会場」とは、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原

市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が使用する競技会場、練習会場及

び関連施設（休憩所、通路、売店、駐車場、おもてなしのために実行委員会が使

用するエリア等の施設を含む。）をいう。 

 

３ 管理運営者 

  この要項に基づく会場の管理運営者は、実行委員会会長（以下「会長」という。）

とする。 

 

４ 業務の処理 

  この要項に基づく業務の処理は、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会那須塩原

市実行委員会実施本部及び実行委員会事務局の職員（以下「職員」という。）が

行う。 

 

５ 持込禁止物 

  会場に次の各号に掲げる物を持ち込んではならない。ただし、会長が特に必要

と認めた場合はこの限りではない。 

 ⑴ 銃砲類、エアーソフトガン、モデルガン、その他銃器及び銃器と誤認させる

物（銃砲の威力のない銃器を含む。） 

 ⑵ 刀剣類、包丁、ナイフ、その他鋭利な物 

 ⑶ 毒物、劇物、その他の有害物質 

 ⑷ 発炎筒、爆竹、花火、爆発物、火薬、その他可燃性の危険物 

 ⑸ スタンガン、石、弓矢、スリングショット、吹矢、木材、木刀、鉄パイプ、

棒、ハンマー、チェーン、その他凶器として使用されるおそれのある物 

 ⑹ 掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、旗、のぼり、プラカード、レーザーポ

インター、その他競技会の運営に支障を及ぼすおそれのある物（横断幕、懸垂

幕、旗については、出場チームが持ち込むものを除く。） 
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⑺ 塗料類（ペンキ類）

⑻ スケートボード、ローラースケート、キックボード、スティックボード、ラ

ジコン、その他通行に危険を及ぼすおそれのある物 

⑼ 無線通信機器（携帯電話、スマートフォン、タブレット、小型ラジオ等の携

帯端末を除く。） 

⑽ ドローン、カメラ内蔵型マルチヘリコプター、ラジコンヘリコプター、その

他遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができる無人航空機（以下「無

人航空機」という。） 

⑾ 酒類

⑿ ドライアイス

⒀ 動物類（盲導犬、聴導犬、介助犬等身体障害者の補助の用に供する目的で訓

練された犬を除く。） 

⒁ 投てき等により、人又は物に危害を与えるおそれのある物

⒂ ホイッスル、拡声器、楽器、ラジオカセット、その他大きな音が出るもの

⒃ 通行に支障を及ぼすおそれのある大型又は大量の荷物

⒄ その他入場者等に迷惑若しくは危険を及ぼし、競技会の運営及び進行を妨げ、

又はこれらのおそれのある物 

６ 禁止行為 

  入場者等は、会場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、

会長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 

⑴ 立入りを制限又は禁止された場所に正当な理由なく立ち入ること。

⑵ 競技場、観客席等へ物を投げ入れ、又は発射すること。

⑶ 機器を使用するなどして、むやみに大音量を発すること。

⑷ 施設、器物、装置を汚損若しくは破壊し、又はみだりに操作を行うこと。

⑸ 入場者等を脅迫、威圧、侮辱、挑発し、若しくは入場者等に面会を強要し、

又は入場者等の通行の妨害となる行為をすること。 

⑹ 抗議集会、デモ等会場秩序を乱すおそれのある行為をすること。

⑺ 所定の場所以外で喫煙し、又はごみその他の汚物を廃棄すること。

⑻ アルコール、薬物、その他の物質により酩酊した状態で入場し、又は入場し

ようとすること。 

⑼ 実行委員会が発行する駐車許可証等を掲示することなく、会場に自動車を乗

り入れ、又は所定の場所以外の場所に駐車すること。 

⑽ 所定の場所以外の場所へ自転車若しくは二輪車を乗り入れ、又は所定の場所

以外の場所に駐輪すること。 

⑾ 電熱器、ガス器具、その他これらに類する火器を使用すること。

⑿ テント、小屋掛け、その他これらに類する工作物を設けること。

⒀ 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
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⒁ 文書、図書、図面、印刷物、その他の物を配布し、又は掲出すること。

⒂ 宣伝、勧誘、署名活動、演説、講演、布教、集会又は喧騒にわたる行為をす

ること。 

⒃ 会場に正当な入場券等を所持せず入場し、又は入場しようとすること。（入

場券を不要としている場合を除く。） 

⒄ 施設又は設備に施された錠、封印、テープ等を損壊、開封又は改変すること。

⒅ 会場の上空において、無人航空機を飛行させること。

⒆ 撮影を制限し、又は禁止した区域で写真若しくは映像を撮影すること。

⒇ その他会場における秩序の保持と大会の円滑な運営を妨げ、入場者等に迷惑

若しくは危険を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。 

７ 遵守事項 

  入場者等は、会場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 職員の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

⑵ 指定された場所において観戦し、職員から席の移動を求められたときは、こ

れに従うこと。 

⑶ 実行委員会が手荷物、所持品等の検査を行うときは、これに協力すること。 

⑷ 職員に入場券、身分証明書等の提示を求められたときは、これに応じること。 

⑸ ＩＤカードを所持する者は、ＩＤカードを明確に見える場所に着用し、職員

や実行委員会の委託する警備員の求めがある場合は、これを提示すること。 

８ 入場の制限等 

  会長は、この要項に違反した入場者等及び職員の指示に従わない入場者等に対

しては、会場への入場を拒み、又は退場を命ずるなどの必要な措置をとることが

できる。 

２ 会長は、競技会の安全な運営のため必要と認められるときは、競技会場への 

入場制限を実施することができる。 

９ 新型コロナウイルス感染症対策 

  会長は、新型コロナウイルス感染症防止対策として、公益財団日本スポーツ協

会、各競技団体及びいちご一会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会が定めるガイ

ドラインに基づき、実施することとする。 

10 その他 

  この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、会長が別

に定める。この場合において、５から７までに係る事項について定めようとする

ときは、会長は必要に応じ、施設管理者と協議するものとする。 
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